
  広 報 み く ら              令和３年 ３月                 第３６８号 

 
編集・発行 総務課企画財政係 Tel:04994-8-2121 Fax:04994-8-2239 http://www.mikurasima.jp/ 

世 帯 数 

男 性 １６５名 （ ３名減 ） 

１６６ 
（３世帯減） 

女 性 １３８名 （ １名減 ） 

合 計 ３０３名 （ ４名減 ） 

  運航日数（前年数値） 就航率（前年数値） 

客 船 ２２日 （ １３日） ７３％ （ ４３％） 

貨 物 船 ４日 （  ４日） ８０％ （１００％） 

ヘリコミ ２８日 （ ３０日） ９０％ （９７％） 

  来島者数（前年数値） 離島者数（前年数値） 

客 船 ２３５名 (  ８５名) ２６３名 (  ７８名) 

ヘリコミ ２５５名 ( ２４３名) ２５３名 ( ２５９名) 
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新型コロナウイルス感染症に引き続き注意！ ２ｐ 

ジェネリック医薬品ついて ２ｐ 

島しょ法律相談のご案内 ３ｐ 
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◆３月の気象データ（前年数値） 

◆３月の来島者数・離島者数 ◆３月の運航日数・就航率 ※客船２回/日 

◆世帯と人口（前月比）令和３年４月１日現在 

気 

温 

平均 １５．８℃  

雨 

量 

１０分 

最 大 
９．０mm （１５．０℃） （ ８．５mm）  

最高 ２１．６℃  
時 間 

最 大 
２５．０mm （２１．１℃） （ ３２．５mm）  

最低 ９．６℃  総雨量 ３３７．５mm （ ７．２℃） （４５２．０mm）  

湿 

度 
平均 ７０．９％ 

風 

速 

平 均 ２．７m/s 
（６８．７％） 

（  ３．４m/s）  

最 高 ２３．９m/s （ ２５．５m/s）  

三重県鳥羽市菅島からの漁船漂着 
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〈１〉 

令和３年 第１回 定例村議会 

  令和３年３月１０日 午前９時より、令和３年 第１回定例村議会が開催されました。 
  

可決された予算案は以下のとおりです。 
 

● 令和２年度 補正予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

● 令和３年度 当初予算 

 

 

 

 

 

 

   （単位：千円） 

会計名 補正前の額 補正額 補正後の予算額 

 一般会計（第５回） 1,881,569 12,158 1,893,727 

 一般会計（第６回） 1,893,727    12,526 1,906,253 

 航路事業特別会計（第３回） 62,824 △ 5,825 56,999 

 航路事業特別会計（第４回） 56,999 1,325 58,324 

 産業センター運営事業特別会計（第３回） 35,030 △ 2,419 32,611 

 産業センター運営事業特別会計（第４回） 32,611 △ 839 31,772 

 自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計（第２回） 48,173 △ 7,615 40,558 

 簡易水道事業特別会計（第２回） 36,930 △ 2,463 34,467 

 国民健康保険事業特別会計（第３回）<事業勘定> 77,292 7,367 84,659 

 国民健康保険事業特別会計（第３回）<直診勘定> 80,603 △ 7,094 73,509 

 国民健康保険事業特別会計（第４回）<事業勘定> 84,659 △ 2,943 81,716 

 国民健康保険事業特別会計（第４回）<直診勘定> 73,509 △ 639 72,870 

 介護保険事業特別会計（第２回） 12,356 △ 1,632 10,724 

 介護保険事業特別会計（第３回） 10,724 △ 612 10,112 

 後期高齢者医療特別会計（第３回） 3,144 2,801 5,945 

   （単位：千円） 

会計名 本年度当初予算額 前年度当初予算額 比較増減 

 一般会計 1,549,879    1,674,250  △ 124,371 

 航路事業特別会計 60,699 54,348 6,351 

 産業センター運営事業特別会計 34,524 31,865 2,659 

 自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計 60,195 45,324 14,871 

 簡易水道事業特別会計 30,827 45,180 △ 14,353 

 国民健康保険事業特別会計<事業勘定> 69,919 63,677 6,242 

 国民健康保険事業特別会計<直診勘定> 89,285 72,474 16,811 

 介護保険事業特別会計<事業勘定> 11,815 11,510 305 

 介護保険事業特別会計<サービス事業勘定> 20 20 0 

 後期高齢者医療特別会計 3,330 3,094 236 
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※令和２年度 森林環境譲与税の使途：基金積立（森林整備等）￥380,000‐ 

 内容：10年後に保育所等の木材の利用に充てるために全額を基金に積み立てる。全額としたのは実施に向けては譲与額が少額であり、   

    積み立てて執行せざるを得ないため。 

          （単位：千円）  

区分 事業名 予算額 区分 事業名 予算額 

生活 ヘリポート付帯施設補修工事 3,719 道路 赤沢線新設工事 61,446 

衛生 動物愛護事業 5,400 住宅 たりぼう・森山ヶ下地区住宅整備事業 140,303 

福祉 出産祝い金 800 住宅 住宅新築工事 40,878 

清掃 じん芥処理施設補修工事 20,528 教育 花火大会 4,000 

公園 赤沢地区残土処分施設基本設計 15,928 観光 観光施設整備事業 3,111 

林業 病害虫対策事業 8,310 産業 産業センター改修工事 12,186 

観光 ふれあい広場施設整備工事 25,010 簡水 導水管・排水管敷設替実施設計 9,845 

観光 えびね公園改修工事 23,000 宿泊 宿泊施設改修工事 25,137 

● 令和３年度 主な事業 
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３月２１日に緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染予防・拡大防止にご協力をお願いいた

します。島民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人おひとりの咳エチ

ケット（咳やくしゃみをする際に、ハンカチ、袖などを使って、口や鼻をおさえる）や手洗いなどの実

施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 

これから御蔵島も観光シーズンに入っていき、島外からの訪問者が多くなります。換気が悪く、人が

密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けて、感染予防に努めましょう。                

気を緩めず新型コロナウイルス感染症に引き続き注意しましょう！ 

〈２〉 
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基本的感染対策の励行      

マスクは必ず 

つけましょう 

手洗い・消毒を 

しましょう 
共用部分は 

消毒しましょう 

定期的な換気を心掛

けましょう 

ゴミを密閉して 

捨てましょう 

3密回避を 

心掛けましょう 

もし出島した場合、 

帰島後２週間はなるべく 

家と職場間での行動をお願いします 

新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に製

造・販売される、新薬と同じ有効成分を同じ量

含み、かつ同じ効能・効果を持つ医薬品のこと

です。様々な症状に対する薬がそろい、新しい

技術で飲みやすくなっているものが多いのが特

徴で、新薬に比べて開発費用が抑えられている

ため、比較的安価で入手可能です。 

※詳しくは厚生労働省HPをご覧ください 

裁判所での情報取得手続きについて 

 裁判所の手続きや公正証書で約束したお金の

支払いを受けられずお困りの方へ。情報取得手

続きを利用すると、第三者から債務者の財産情

報（預貯金口座や勤務先、所有不動産など）を

取得できます！債務者の財産に関する情報があ

れば強制執行手続きを利用しやすくなります。 

※ご不明な点・詳細については、 
最寄りの地方裁判所にお問合せ下さい。  

ジェネリック医薬品について 

広尾病院では、引き続き重点医療機関としてコロナ患者受入態勢を維持したうえで、診療体制の見直

し等により、一般診療科の患者さんが入院できる病棟を一部運用することとなりました。今後の診療に

ついては以下のとおりです。      【島しょ地域からの入院・外来受診について】０３－３４４４－１１８１    

広尾病院における島しょ救急搬送患者の受入れについて(4月1日～) 

    

診療機能 現 行 変更後 

救 急 島しょ救急搬送 休 止 受入れ 

新型コロナウイルス感染症 専用病床にて受入れ 専用病床にて受入れ 

入 院  
一般診療科 休 止 

一部受入れ 
（産科は除く） 

外 来 再 診 外来予約にて受診可 外来予約にて受診可 
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〈３〉 

専門診療・保健師・理学療法士来島日 

●歯科診療（要予約） 

  ４月 １０日（土）～ ４月１４日（水） 

  ５月  ８日（土）～ ５月１２日（水） 
  （予防歯科 ５月８日～５月１１日） 
 
 

●眼科（要予約） 

  ５月 １３日 
 

●耳鼻咽喉科 

  ６月  ７日（木） 
 

【予約・お問合せ】 

 ０４９９４－８－２２０６(御蔵島診療所) 

●保健師来島日程 
 

 ４月１２日（月）～ １４日（水） 

   （青木保健師・幡野保健師） 

 ５月１７日（月）～ １９日（水） 

   （中島保健師・樋口保健師） 

 ６月 ７日（月）～ ９日（水） 

  （中島保健師・青木保健師）※リハビリ有 
 

 

 

【お問合せ】 

 ０４９９４－８－２１２１(総務課民生係) 

島しょ法律相談のお知らせ ① 

島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。 
 

【相 談 日】  月・水・金曜日（下記カレンダーのとおり） 

【相談時間】  午後１時～４時 

※相談期間中は、直接電話でご相談いただけますが、相談中の場合もございますので、 

  事前に予約いただくと確実です。 
 

【事前予約】  月～金曜日（祝日・年末年始の閉庁日を除く） 

 【受付時間】  午前９時 ～ 午後５時 

 【問い合わせ】０３－５３８８－２２４５（東京都生活文化局広報広聴部都民の声課） 

 

※令和３年度下半期にも実施致します 

４月 

月 水 金 

    ２ 

５ ７ ９ 

１２ １４ １６ 

１９ ２１ ２３ 

２６ ２８ ３０ 

５月 

月 水 金 

－ －  ７   

１０ １２ １４ 

１７ １９ ２１ 

２４ ２６ ２８ 

３１   

６月 

月 水 金 

   ２ ４  

７ ９ １１ 

１４ １６ １８ 

２１ ２３ ２５ 

２８ ３０  

７月 

月 水 金 

    ２ 

５ ７ ９ 

１２ １４ １６ 

１９ ２１ －  

２６ ２８ ３０ 

８月 

月 水 金 

 ２  ４  ６   

－  １１ １３ 

１６ １８ ２０ 

２３ ２５ ２７ 

３０   

９月 

月 水 金 

   １ ３  

６ ８ １０ 

１３ １５ １７ 

－  ２２ ２４ 

２７ ２９  

島しょ法律相談のお知らせ ② 

島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。 
 

【相 談 日】    ４月２３日(金)、５月２８日(金)、６月２５日(金) 

      ７月３０日(金)、８月２７日(金)、９月２４日(金) 

【相談時間】    午前１０時～１２時※１人あたり２０分程度 

 【予約電話番号】 ０３－３５８１－２２５０（第二東京弁護士会法律相談課） 

 【当日電話番号】 ０３－３５８１－３３３７ 
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日 月 火 水 木 金 土 

      １ 

２ ３ 
憲法記念日 

４ 
みどりの日 

５ 
こどもの日 

６ 
立夏 

７ ８ 
歯科診療(～１２) 

９ １０ １１ 
 

１２ １３ 
眼科診療 

１４ １５ 

 

１６ １７ 
保健師(～１９) 

１８ 
 

１９ ２０ 

 

２１ 
小満 

２２ 
 

２３ ２４ 
 

２５ ２６ 
満月 

２７ ２８ ２９ 

３０ ３１      

 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

 可 … 可燃ごみ 不 … 不燃ごみ 空 … 空き缶 

可 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

４ 
清明 

５ ６ ７ ８ 
 

９ １０ 
歯科診療(～１４) 

１１ １２ 
保健師(～１４) 

１３ １４ 
 

１５ １６ １７ 

１８ １９ ２０ 
穀雨 

２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ ２６ ２７ 
満月 

２８ ２９ 
昭和の日 

３０  

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

 可 … 可燃ごみ 不 … 不燃ごみ 空 … 空き缶 

可 

空 

空 

可 

可 可 

可 可 可 不 

不 可 
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～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します～ 

◆４月４日  清明（せいめい） 

清明は「清浄明潔（せいじょうめいけつ）」の略で、万物がけがれなく清らかで生き生きしているとい

う意味です。花が咲き、鳥は歌い、空は青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌

する頃。各地でお花見シーズンを迎えます。  

 

◆４月２０日  穀雨（こくう） 

春雨が百穀を潤すことから名づけられたもので、雨で潤った田畑は種まきの好期を迎えます。 

この時季に、特に雨が多いというわけではありませんが、穀雨以降、降雨量が多くなり始めます。 

変わりやすい春の天気もこの頃から安定し、日差しも強まってくることから、 

昔から、この日を田植えの準備をする目安にしているようです。  

 

■４月２９日     昭和の日   

昭和天皇の誕生日であり、６０年を越える長い時代だった昭和を記念するこの日は、「激動の日々を経

て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」として２００７年に制定されました。 

 

■なぜ新学期のスタートが１月でなく４月なの？ 

日本では「入学式」「入社式」といえば4月が多いですが、アメリカやイギリスなどの欧米諸国では9月

スタートが一般的。シンガポールやオーストラリアは1月、ブラジルは2月、韓国は3月、タイは5月、

フィリピンは6月……と、世界を見渡すとそのタイミングはバラバラ、なかでも「4月はじまり」は、か

なりの少数派。  

なぜ日本で４月が年度の始まりになったかというと、江戸時代の産業の仕組みにありました。当時は税

として“お米”を国に納めていました。秋に収穫するお米を納めて、納められた税（お米）を元に予算を

組む。これが１月では間に合わず、４月を新しい年度のスタートとしたそうです。 

■ゴミ収集日 

月曜日 毎 週 可燃ゴミ 

火曜日 
第１火・第３火 不燃ゴミ 

第２火・第４火 リサイクルゴミ 

水曜日 毎 週 可燃ゴミ 

木曜日 収集はありません 

金曜日 毎 週 可燃ゴミ 

■し尿処理作業日 

収集の要望がありましたら、随時対応します  

■えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  
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